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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社グループは、その公共性の高い事業に鑑み、当社を取り巻くすべてのステークホルダー（園児、保護者、社員、自治体、株主、取引先、地域
社会等）から信頼されること、また、透明性及び公正性、健全性が高い事業運営を行うことを前提としながら、企業価値の最大化に取り組むことが
重要な経営方針であると考えます。こうした考え方に基づき、規律や法令遵守の徹底、迅速かつ適切な経営判断・業務執行等を通じてコーポレー
ト・ガバナンスの継続的な強化に努めております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則１－２－４　議決権の電子行使及び招集通知の英訳】

　当社は、2022年12月20日開催の株主総会より議決権プラットフォームの採用を行いましたが、当社は、海外投資家の株式保有比率が比較的低
いため、コスト等を勘案し招集通知の英訳については、本報告書提出現在で実施しておりません。

　今後は、海外投資家の保有状況に応じ、招集通知の英訳を検討し、コミュニケーション拡充とアクセスしやすい環境整備に努めてまいります。

【補充原則２－４－１　中核人材の登用等における多様性の確保】

　当社は保育を中核とする事業特性も踏まえれば、中核人材の登用における多様性の確保は、当社の長期的成長における最も重要なファクター
の一つであると認識しております。

　現在、役員においては９名中３名が女性で占められております。また、主たる子会社の本部部室長職への女性登用を進め、11名中４名が女性と
なっております。中途採用者については、当社は設立後の歴史が浅く、かつ、近年急速に規模を拡大してきたことから、社内取締役、主たる子会
社の本部部室長職とも、中途採用者が比較的多くを占めております。以上のことから女性・中途採用者における具体的な登用数値目標は定めて
おりませんが、一定程度の基準で女性・中途採用者の登用が進んでいるものと考えております。

　一方、外国人の登用に関しては、保育業界における資格要件やお預かりする子どもとのコミュニケーション等の問題等総合的に勘案し、今後、
数値目標を定めるか否かを慎重に検討いたします。

【補充原則３－１－３　サステナビリティについての取り組み等】

　当社は子育て支援という女性の社会進出支援や次代を担う子ども達の育成を主たる事業としており、事業の推進そのものが、社会課題の解決
及び持続可能な社会の構築への貢献であると認識しております。

　一方、現時点では明文化されたサステナビリティ基本方針の策定、開示や、気候変動に係るリスク及び収益機会が当社の事業活動や収益に与
える影響に関するデータ収集・分析、開示には至っておらず、今後、体制を整えて、検討してまいります。

　また、人的資本や知的財産への投資については、「子ども達の未来のために」という企業理念と「豊かに生きる力を育てる」という保育理念の実
現を通じ、職員と親子と地域に最も信頼される存在になり、子ども達の育ちと学びの社会インフラになるという方針に叶った経営に資する人財、す
なわち「輝いた大人」の確保・育成や当社の保育方針(GK保育)と施設の運営に関するノウハウ・知的財産の蓄積に資する投資を行うとともに、そ
の取組をIR活動、HP等の広報活動や地域での行事等を通じて積極的かつ公正に開示し、広く理解を深め支援していただける関係づくりに努めて
まいります。

【補充原則４－１－３　最高経営責任者等の後継者計画】

　取締役の選定・解任について、取締役会として、今後、会社の目指すところや具体的な経営戦略を踏まえ、最高経営責任者等の後継者計画の
策定・運用に主体的に関与するとともに、後継者候補の育成が十分な時間と資源をかけて計画的に行われていくよう、2022年10月に設置した指
名・報酬委員会の枠組みも活用しながら、適切に監督してまいります。

【補充原則４－２－２　サステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針の策定】

　当社取締役会は、中長期的な企業価値向上の観点から、サステナビリティを意識した監督を行っておりますが、明文化したサステナビリティ基本
方針については策定するに至っておらず、現在、策定に向けて体制を整え検討をしております。

　また、当社取締役会は、当社の持続的な成長における人的資本や知的財産への投資の重要性を認識しており、当社の経営戦略・経営課題との
整合性を意識しつつ、これら領域に対する経営資源の配分や、戦略の実行が行われるよう、監督を行っております。

【補充原則４－１１－３　取締役の分析・評価】

　当社は取締役会全体の実効性評価については、現時点で評価項目・方法等、明確な形式での実効性評価は行っておりませんが、独立社外取
締役及び独立社外監査役より取締役会運営や経営上の課題等に関する提言を受ける中で、業務執行取締役の自己評価に関する取組みの検討
を開始しております。

　今後は取締役会の運営を常に見直し、必要に応じて取締役会の実効性について分析・評価し開示する体制を検討してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４　政策保有株式】

　当社は、当報告書開示時点で、政策保有株式として上場株式を保有しておりません。

当社は、保有の合理性が認められる場合を除き、原則として、政策保有株式を保有しません。保有の合理性については、中長期的な観点から、事



業戦略、取引関係の維持・強化や取引の円滑化を通じて、当社グループの企業価値の増大に資すると認められるものに限定するべきと考えてお
ります。個別の保有株式については、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を精査し、その内容に応じ保
有を継続すべきかを取締役会に諮ることとしております。議決権については、中長期的な視点で企業価値の向上につながるか、又は当社の株式
保有の意義が損なわれないかを判断した上で、原則として行使することとしております。

【原則１－７　関連当事者間の取引】

　当社グループが役員や主要株主との取引を行う場合は、当該取引が当社グループ及び株主共同の利益等を害することが無いよう、当該取引に
ついてあらかじめ取締役会に付議し、その承認を得ています。

　また、当社及び当社の重要な子会社の役員に対し、毎年関連当事者取引有無の確認調査を実施しております。

　取引の実施後には、当該取引の重要な事項について取締役会への報告を求めます。

【原則２－６　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　現在、当社では企業年金を運用しておりません。

【原則３－１　情報開示の充実】

（ⅰ）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

① 会社の経営の基本方針　

　当社グループは、理念体系として以下を掲げております。

　　企業理念 ： 　　　　子ども達の未来のために

　　ビジョン ： 　　　　　『2030 トリプルトラスト』

　　　　　　　　　　　　 　　2030年 職員と親子と地域に最も信頼される存在になり、子ども達の育ちと学びの社会インフラになる

② 中長期的な会社の経営戦略

　当社グループが属する子育て支援事業を取り巻く状況は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け一部施設で一時的に入園を控える動き
がみられました。しかし、女性の社会進出に対する意識の変化や政府による女性の活躍推進などにより、共働き世帯数や女性の就業率は上昇傾
向であり、保育に対する需要は高い状態が続いており、全国的に見ると保育所の利用率は９割程度の高い水準で推移しております。

　一方で、自治体における保育所増設が進められたことで、待機児童数は減少傾向を示しておりますが、2022年４月時点で2,944人と政府が掲げ
る待機児童数ゼロとは乖離した状態となっております。また、2020年12月には政府が「新子育て安心プラン」を公表し、2021年度から2024年度末ま
での４年間に保育の受け皿を新たに約14万人分確保する目標を打ち出しました。このため、保育所の新設に対する需要は一定程度続くと見込ま
れます。

　こうしたなか、当社グループは子育て支援の充実という社会的要請に応えるために、これまで重点的に新規開設を継続してきた東京23区を中心
とした首都圏に、今後も安定した新園開発を進める方針です。

　また、上記見通しを踏まえ、当社グループでは、持続的な成長に向けた『中期経営計画（2024）』において、以下のとおり方針を掲げたうえで３つ
の重点テーマに取り組んでまいります。

＜中期経営計画（2024）の基本方針＞

　創業以来の「事業拡大」フェーズから「事業拡大と事業複線化」フェーズへ移行し、以下３つを基本方針としたうえで新たな事業戦略を支えるICT

機能、財務・資本戦略を一段と強化いたします。

　・規模拡大

　　　オーガニック成長に加え、M&Aも活用した保育事業の拡大

　　　　ー新規開設とM&Aによる規模拡大

　　　　ー新規事業拡大による保育事業との売上シナジー発現

　・機能拡充

　　　新事業における基盤固め

　　　収益源の多様化に加え、保育事業の競争力向上に貢献

　　　　ー既存事業への付加価値として教育、子育て支援サービス、物販の３つの領域への取り組み

　・基盤強化

　　　ICTの戦略的活用による生産性の向上、付加価値の創造

　　　　ーデジタル活用による業務改革の推進

　　　　ー働きやすい職場環境、選ばれる施設に向けた革新的なサービスの提供

　　　財務健全性、成長投資、株主還元のバランス

　　　　ー財務健全性を堅持し、成長投資と株主還元を両立

（ⅱ）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　当コーポレート・ガバナンス報告書「Ⅰ－１．基本的な考え方」に記載しております。

（ⅲ）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

　当社グループの持続的な企業価値向上を目指し、株主利益との連動を踏まえ透明性と公正性を確保しながら取締役の役割や責任に応じた報
酬額とすることを基本方針としております。個別取締役の報酬額は、指名・報酬委員会において基本方針、業績連動報酬方針、根拠とする指標・
割合・計算方法等、具体的な算出の方法を定め、これに則って答申を作成し取締役会の決議で決定する手続きを取っております。

（ⅳ）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

　取締役会が取締役候補及び経営陣幹部の選出をするにあたっては、指名・報酬委員会において基本方針を定め、これに則り当社ビジョンや経
営方針を充分理解し、率先してコーポレートガバナンス体制の向上を図ることのできる能力・経験・見識・人格等を有した人財を、能力面において
はスキルマトリクスも活用するなどして、慎重に検討して答申し、取締役会の決議で決定しています。

　また、取締役等の経営幹部が職務執行に不正または重大な法令・規則違反等があった場合等、その機能を十分に果たしていないと認められる
場合は、取締役会は指名・報酬委員会に諮問し、委員会の答申を得た上で取締役会に付議し、取締役の解任が必要と認められる場合は、株主総
会に付議いたします。

（ⅴ）取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行う際の個々の選任・指名についての説明

　取締役候補者、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任理由を株主総会招集通知にて開示しております。

【補充原則４－１－１　経営陣に対する委任範囲】

　取締役会では法令や定款に定められる事項のほか、取締役会規程をはじめとした社内規程に基づき中長期的な経営計画や戦略等の経営基本
方針及び社会的な課題に関する事項等、重要な業務執行上の意思決定を行っております。その基準は取締役会規程をはじめとした社内規程に
おいて明確に示しております。



　それ以外の事項については、代表取締役並びに子会社の担当役員会等に権限委譲しております。

【原則４－８　独立社外取締役の有効な活用】

　取締役６名中、3名が独立社外取締役となっており、その選任にあたっては、業種、事業特性を踏まえたものとしております。

【原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　当社取締役の独立性判断基準については、株式会社東京証券取引所が定める要件を適用しております。現在当社は、この要件を満たす独立
役員6名（社外取締役３名、社外監査役３名）を届出しております。また、この基準については2022年12月開催の定時株主総会招集通知にて開示
しております。

　社外取締役については、客観的な立場から独立性と幅広い見識をもって経営陣を監督し、助言できる人材を候補者として選定するよう努めてお
ります。

【補充原則４－１０－１　指名・報酬委員会の独立性・権限・役割等】

　当社は、独立社外取締役を委員長とし独立社外取締役２名を含む３名で構成する指名・報酬委員会を設置し、個別の取締役・代表取締役の選
解任、個別の報酬に関する意見具申、及びこれを決議するために必要な基本方針、規則及び手続等の制定、変更、廃止」を審議対象とし、経営
の透明性を向上させ、経営の監視機能の強化を図っております。

【補充原則４－１１－１　取締役会としての多様性・規模に関する考え方】

　当社取締役会は、迅速かつ適正な意思決定及び取締役会の責務の範囲を考慮して、会社定款に基づき取締役の員数を10名以内で構成してお
ります。2022年12月開催の定時株主総会招集通知において、経営戦略及び当社の事業特性を踏まえたうえで取締役会として備えるべきスキル・
経験等を特定したスキルマトリクスを策定し、取締役の有するスキル等の組み合わせを開示しております。スキルマトリクスの導入により、さらに強
化すべき領域も明らかになり、今後の取締役会の構成について成長とガバナンス強化の観点から取り組む計画です。

　なお、独立社外取締役については、他社での経営経験を有する者を含めております。

【補充原則４－１１－２　取締役会・監査役会の兼任状況】

　取締役・監査役の他の上場会社での兼任状況については、有価証券報告書において開示しています。

　現在、取締役、監査役は他の上場会社の役員を兼任しておりません。兼任の状況は合理的な範囲に収まっており、取締役・監査役はその期待さ
れる役割、責務を適切に果たす十分な時間と労力を確保しております。

【補充原則４－１４－２　取締役・監査役のトレーニング方針】

　当社は、取締役や監査役がその役割や責任を適切に果たすために必要な知識の自主的な取得を奨励しており、それに生じる費用は一定範囲
内で当社が負担することを方針としております。業務執行取締役は外部機関主催のセミナー参加や関係団体への加入をしております。また社外
取締役においてはより高次な助言をいただくため、月に１度程度各部門の報告会を開催しており当社事業に精通していただく機会を提供しており
ます。

【原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針】

　当社は、透明性の高い事業活動を心がけており、ステークホルダーに対する説明責任を果たすよう努めております。株主・投資家との建設的な
対話実現においては当社の持続的な成長を目的に、株主・投資家との積極的な対話及びタイムリー且つ公正なディスクロージャーを基本方針とし
ております。

　対話において把握された株主・投資家の意見等は、適宜取締役会でフィードバックを行ってまいります。また、内部情報管理規程に則り適切な情
報管理に努めるとともに沈黙期間を設定し公正な対話を徹底しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

株式会社なかや 3,929,000 41.80

中正　雄一 548,057 5.83

日本生命保険相互会社 460,000 4.89

久芳　敬裕 295,100 3.14

宇田川　三郎 274,016 2.92

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 251,700 2.68

田浦　秀一 224,698 2.39

株式会社カナモリコーポレーション 167,000 1.78

生川　雅也 151,790 1.62

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 134,200 1.43

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし



補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 9 月

業種 サービス業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 6 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名



会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

石井　光暢 他の会社の出身者

桑戸　真二 他の会社の出身者

汐見　和惠 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

石井　光暢 ○ ―――

石井光暢氏は、自ら創業した環境関連企業グ
ループの経営者として、豊富な経験と幅広い見
識を有しております。当社においては７年余り
にわたり社外取締役を務めるなど、当社及び当
社の事業領域に精通し、企業経営全般につい
ての貴重なご意見・ご助言を通じて、経営陣を
監督いただいております。特に、今後はESG／
SDGsの分野においても有意なご意見・ご助言
をいただけるものと期待しており、社外取締役
として長期的な企業価値向上に資すると判断し
ております。また、同氏は一般株主との利益相
反が生じる恐れがないものと判断し、独立役員
に指定しております。

桑戸　真二 ○ ―――

桑戸真二氏は、複数の行政機関の少子化関連
プロジェクト等の委員や保育関連民間団体の
顧問、並びに企業の社外取締役を歴任する
等、児童福祉領域における経営や業界最新動
向に精通し高度な知見と幅広い人脈を有して
おります。保育業界の枠にとどまらず大局的な
視点に立って幅広くご意見・ご助言をいただくこ
とで、経営全般の監督をしていただくことを期待
しており、社外取締役として長期的な企業価値
向上に資すると判断しております。また、同氏
は一般株主との利益相反が生じる恐れがない
ものと判断し、独立役員に指定しております。

汐見　和惠 ○ ―――

汐見和惠氏は、高等教育機関における社会福
祉分野での指導・研究活動、及び複数の行政
機関における児童福祉分野での審議会・委員
会活動を通じ、高度な知見と豊富な経験を有し
ており、社外取締役として取締役会において広
く社会福祉・児童福祉分野に関する有益で率
直なご意見をいただくことを期待しております。
保育の質向上や社員教育拡充につながるご助
言・ご提言を通じ、当社の長期的な企業価値の
向上に資すると判断ております。また、同氏は
一般株主との利益相反が生じる恐れがないも
のと判断し、独立役員に指定しております。



指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 3 0 1 2 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 3 0 1 2 0 0
社外取
締役

補足説明

　本報告書の「Ⅰ－１．【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】 補充原則４－１０－１　指名・報酬委員会の独立性・権限・役割等」

をご参照ください。

　指名・報酬委員会の体制は、社内取締役１名（代表取締役社長　中正雄一）及び独立社外取締役２名（取締役　石井光暢、取締役　桑戸真二）で
構成しており、取締役　石井光暢が委員長を務めております。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　良質な企業統治体制の確立に向けて、いわゆる三様監査（監査役監査、内部監査、会計監査人による監査）それぞれの監査の実効性を高め、
かつ全体としての監査の質的向上を図るため、それぞれが独立した関係でありつつ、相互に連携を図っております。

　監査役と会計監査人は、定期的に会合を持ち、会計監査の結果や業務監査の結果の情報を交換し、双方向からの積極的な連携により、監査の
品質向上と効率化に努めております。

　監査役と内部監査室は、適宜に会合を持ち、相互補完体制として、年度活動方針の事前調整、合同監査など、効率的な監査の実施に努めてお
ります。

　内部監査室と会計監査人は、必要に応じ会合を持ち、主として財務報告に係る内部統制の評価に関する監査計画と結果について、ミーティング
を実施しております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

橋口　晶子 公認会計士

片岡　理恵子（戸籍名 竹田　理恵子） 弁護士 △

石﨑　信明 その他



※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

橋口　晶子 ○ ―――

橋口晶子氏は、公認会計士としての高度な会
計、財務に関する高い見識を有し、当社社外監
査役として７年余り在籍し、当社の事業全般の
監査に活かしていただいていることから、社外
監査役として適任であると判断しております。ま
た、同氏は一般株主との利益相反が生じる恐
れがないものと判断し、独立役員に指定してお
ります。

片岡　理恵子（戸籍名 竹田　理恵子） ○

片岡理恵子（戸籍名：竹田理恵子）は、当
社法律顧問である京橋法律事務所におい
て担当弁護士を務めておりましたが、2014
年6月末日付で担当を外れております。

片岡理恵子氏（戸籍名：竹田理恵子）は、弁護
士としての高い見識を有し、当社社外監査役に
就任以来７年余りにわたり、コーポレート・ガバ
ナンスの強化及び監査体制の充実に貢献して
いただいていることから、社外監査役として適
任であると判断しております。また、同氏は一
般株主との利益相反が生じる恐れがないもの
と判断し、独立役員に指定しております。

石﨑　信明 ○ ―――

石﨑信明氏は、経営コンサルタントとして、企業
経営における幅広い知識と高い見識を持ち、
監査役としての豊富な見識に基づき、事業全
般にわたり監査いただいていることから、社外
監査役として適任であると判断しております。ま
た、同氏は一般株主との利益相反が生じる恐
れがないものと判断し、独立役員に指定してお
ります。

【独立役員関係】

独立役員の人数 6 名

その他独立役員に関する事項

当社は、以下のいずれの基準にも該当していないことを確認のうえ、独立性を判断しております。

〈社外取締役の独立性基準〉

　１．当社又は当社子会社の業務執行者

　２．当社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

　３．当社の兄弟会社の業務執行者

　４．当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

　５．当社の主要な取引先又はその業務執行者

　６．当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

　７．当社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

　８．当社の取引先（４、５及び６のいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

　９．社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

　10．当社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）



〈社外監査役の独立性基準〉

　１．当社又は当社子会社の業務執行者

　２．当社又は当社子会社の非業務執行取締役又は会計参与

　３．当社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

　４．当社の親会社の監査役

　５．当社の兄弟会社の業務執行者

　６．当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

　７．当社の主要な取引先又はその業務執行者

　８．当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

　９．当社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

　10．当社の取引先（６、７及び８のいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

　11．社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

　12．当社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

　当社の持続的な企業価値の向上及び株主の皆様との一層の価値共有を目的として業績連動報酬として譲渡制限付株式報酬制度を導入してお
ります。また、当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的としてストック・オプション制度を導入しております。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、社外取締役、社外監査役、子会社の従業員

該当項目に関する補足説明

　当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として社内取締役及び社外取締役、従業員（子会社含む。）に対して付与しておりま
す。また、適正な監査に対する意識を高めることで、当社の経営の健全性と社会的信頼の向上を図ることを目的として、社外監査役に対して付与
しております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

　報酬等の総額が１億円を超える者がいないため、個別報酬の開示は行っておりません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　当社は、2021年2月16日開催の取締役会において、当社グループの持続的な企業価値向上を目指し、取締役の個人別の報酬等の内容に係る
決定方針及び具体的内容を決議しております。取締役の個人別の報酬等に係る決定方針の概要は次のとおりです。

　・株主利益との連動を踏まえ透明性と公正性を確保しながら取締役の役割や責任に応じた適正な水準額とすることを基本方針としております。

　・業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び変動報酬としての業績連動報酬により構成しています。固定報酬は月例基本報酬
であり、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定します。変動報酬は、
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、業績に連動する変動報酬（譲渡制限付株式報酬）を支給することとして
おります。なお、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとしております。

　・取締役の個人別の固定報酬及び変動報酬の額は、指名・報酬委員会において根拠とする指標・割合・計算方法等、具体的な算出の方法を定
め、これに則って答申を作成し、取締役会の決議により決定することと定めております。



　・当社の取締役の報酬等の額は、2015年12月17日開催の臨時株主総会において、年額200百万円以内と決議されております(使用人兼務取締
役の使用人分給与は含まず)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は６名（うち社外取締役は２名）です。監査役の報酬の額は、同株主総会
において、年額50百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は３名です。

　・業績連動報酬については、2017年12月19日開催の第２回定時株主総会にて可決されました譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。当
該株主総会終結時の取締役の員数は５名です（うち社外取締役は2名）。

　変動報酬である業績連動報酬は、業績向上及び企業価値増大への貢献意識を高め、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に譲
渡制限付株式報酬を支給しております。当該譲渡制限付株式は、譲渡制限期間を１年間とし、①当該譲渡制限期間中に割当対象者が、任期満
了もしくは定年その他当社取締役会が正当と認める理由により退任した場合、退任又は退職の直後の時点をもって全部又は一部について譲渡制
限を解除すること、②当該譲渡制限期間中に、割当対象者が禁錮以上の刑に処せられた場合又は重要な法令違反等の一定の事由に該当した場
合には、当社が当該株式の全部を無償で取得できること等の条件が付されております。業績連動報酬の算定は、経営上の重要指標としている連
結営業利益や連結EBITDAを対象とし、期初予算に対する達成度により取締役会において決定し、定められた支給率を固定報酬に乗じて算出して
おります。当連結会計年度については計画である連結営業利益940百万円、EBITDA1,810百万円に対し、実績は連結営業利益707百万円、EBITD
Aが1,548百万円となり、達成率はそれぞれ75％、86％となりました。当事業年度実績に伴う業績連動報酬は、報酬額が決定された後、翌事業年
度の変動報酬部分として支給されます。

　※EBITDA＝営業利益＋減価償却費

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　社外取締役及び社外監査役に対しては、総務部及び経営企画部を中心に情報提供等を行っております。具体的には、十分な熟考期間を確保で
きるよう取締役会資料を事前配布するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

a.取締役会

　当社の取締役会は、本書提出日時点で、取締役６名（うち社外取締役３名）で構成されており、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時
取締役会を開催しております。取締役会は、法令で定められた事項のほか、経営に係る重要事項について、審議・決定するとともに、取締役の業
務執行状況を監督しております。

b.監査役会

　当社は監査役制度を採用しており、監査役会は、本書提出日時点で、監査役３名（うち社外監査役３名）で構成されており、原則として、毎月１回
監査役会を開催しております。監査役は、取締役会等への出席、取締役等からの事業の報告の聴取、重要な決議書類等の閲覧、業務及び財産
の状況の調査等により厳正な監査を実施し、経営への監視機能を果たしております。

c.内部監査室

　当社は代表取締役社長直轄の組織として内部監査室を設置し、内部監査室長１名及び室員１名が専任者となり、内部監査を実施しております。

　当社グループの全部門を対象に内部監査を実施しており、監査結果については、代表取締役社長に報告を行うとともに、改善点等につき、改善
指導を行うことで事業運営の効率化及び適正化に努めております。

d.指名・報酬委員会

　当社は、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置しております。取締役の選任・解任・報酬等に関する決定プロセスについ
て、手続きの公正性・透明性・客観性を担保することにより取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的
としております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は、適切かつ効率的な業務執行と適正な監査の実現を企図して社外取締役３名を含む取締役会、社外監査役３名を含む監査役会及び内
部監査を設置する現状のコーポレート・ガバナンスの体制を選択しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
株主総会の招集通知については、早期発送に努めるとともに、自社ホームページへ掲載
しております。

集中日を回避した株主総会の設定 株主総会は、他社の集中日や社会的・季節的行事との重複を避けるよう努めております。

電磁的方法による議決権の行使
議決権行使促進及び利便性向上の観点から、電磁的方法による議決権の行使を受け付
けております。



議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームを利用しており
ます。

招集通知（要約）の英文での提供
当社は現在、海外投資家比率が比較的低いため、コスト等を勘案し招集通知の英訳を採
用していません。今後、株主構成の変化等状況に応じて検討を進めてまいります。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

本決算及び第２四半期決算の開示の後に説明会を開催しております。 あり

IR資料のホームページ掲載
当社ウェブサイトに投資家向けサイトを開設のうえ、適切な情報発信に努めて
おります。

IRに関する部署（担当者）の設置 財務ＩＲ部が担当します。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社グループは、その公共性の高い事業に鑑み、当社を取り巻くすべてのステークホル
ダー（園児、保護者、社員、自治体、株主、取引先、地域社会等）から信頼されること、ま
た、透明性及び公正性、健全性が高い事業運営を行うことが重要であると考え、すべての
ステークホルダーに迅速かつ適切な情報提供等が行えるよう努めます。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　当社取締役会は、当社の理念を実現するために次のとおり内部統制システムの基本方針を定め、業務の適正を確保するための体制を整備して
おります。

１．当社並びに当社子会社の取締役及び従業員（以下「取締役及び従業員」)の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制

（１）取締役及び経営幹部の職務執行の適正性

「取締役会規程」及び執行機関である当社子会社の担当役員会（以下「担当役員会」）の「担当役員会規程」に基づき、会議体において各取締役
や経営幹部の職務執行状況について報告がなされ相互に確認・検証ができる体制を整備しております。

（２）コンプライアンス

コンプライアンス関連規程及びコンプライアンス推進体制を整備し、教育・研修・ハンドブック等による行動規範等の周知徹底を行い、取締役及び
従業員が法令及び定款・諸規程をはじめ社会におけるルールを遵守するように取り組んでおります。

（３）内部通報制度

法令及び定款・諸規程に違反する行為を発見した際の内部通報制度を整備・運用し、不祥事の未然防止及び迅速な対応を図ります。その際、通
報者のプライバシーを保護し、不利益な取扱いは行わないことを明示し、制度の有効性を確保しております。

（４）反社会的勢力の排除

下記「２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況」に記載

（５）内部監査

内部監査室による本部監査、現場往査を通して取締役及び従業員が認識と知識を深め改善活動に取り組みコンプライアンス強化を図ります。

２．財務報告の信頼性を確保するための体制

金融商品取引法等の適用のある法令に基づき、信頼できる財務報告の観点から業務プロセスの整備と改善を行い、財務報告に係る内部統制評
価を実施することにより継続的に適正な体制を確保しております。

３．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

法令及び情報管理・文書管理等の関連規程に基づき、取締役の職務の執行に係る情報（株主総会・取締役会・担当役員会等の議事録、稟議書・
契約書等）を保存・管理し、取締役、監査役及び内部監査室が随時閲覧できる体制を確保しております。

４．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（１）当社並びに当社子会社の業務執行に係るリスクに関して、予見されるリスクの分析と識別を行った上で当社グループ全体のリスクを網羅的・



包括的に管理しております。

（２）取締役会及びその他の会議体において重要事項を慎重に審議することで事業リスクの排除・軽減を図ります。

（３）「個人情報管理規程」を遵守し、個人情報の紛失・漏洩・改ざんを未然に防ぐ体制を整備・運用しております。

（４）内部監査室の内部監査によりリスクの早期発見、早期解決を図ります。

（５）当社並びに当社子会社の経営に影響を与えるようなリスクが顕在化し重大な影響を及ぼす危険性が高まったと判断される場合、各部署の長
は速やかに代表取締役社長及び監査役にその内容を報告し対策を講じることとしております。

（６）リスクマネジメント関連規程を整備し、リスクマネジメントに関わる基本的事項及び危機管理に関する事項を定め組織のリスク管理体制の強化
を図ります。

５．取締役の職務執行の効率性を確保するための体制

（１）取締役の職務の効率性を確保するため、「組織規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」を整備し、それぞれの責任と権限の所在を明確に定め
ております。

（２）当社並びに当社子会社の中期経営計画及び年度予算を策定し、それらに沿った施策等の進捗状況を定期的に検証し、その結果を業務執行
部門にフィードバックしております。

（３）取締役会は必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要議案については担当役員会及びその他の会議体において事前に十分に審議した上で
取締役会に上程することにより、取締役の迅速かつ適正な意思決定を促進しております。

（４）各種会議体への起案から意思決定までのスケジュールを明確にし、経営スピードを速めることを図ります。

６．当社並びに当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社子会社の経営等に関する重要事項については、取締役会及び担当役員会において審議・決定することを通じて業務の適正を確保しておりま
す。

７．内部監査に係る体制

内部監査室は、当社並びに当社子会社の内部監査を実施し、その結果と必要に応じ改善の必要性を代表取締役社長に報告しております。

８．監査役に係る体制

監査役が十分な活動を行うために以下の体制を確保しております。

（１）監査役の職務を補助すべき従業員（以下「補助人」）の取締役からの独立性に関する事項並びに当該補助人に対する監査役の指示の実効性
の確保に関する事項

　① 監査役に補助人を配置しております。

　② 補助人の選任については、監査役からの指名又は助言を受けて決定します。

　③ 補助人として選任を受けた従業員は、監査役補助業務に関しては監査役の指揮命令のみに服するものとし、取締役及び他の業務執行組織

の指揮命令は受けないものとしております。

　④ 補助人の人事異動及び考課については、監査役の同意を得ることとしております。

（２）取締役及び従業員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

　① 取締役及び従業員は、会社に著しい影響を及ぼす事実について、監査役に速やかに報告をすることとしております。

　② 取締役及び従業員が前項の報告を行ったことを理由として不利益な取扱いを受けないように徹底しております。

　③ 常勤監査役は、取締役会、担当役員会その他の重要な会議に出席しており、執務状況を聴取し関係資料を閲覧することができます。

（３）監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　① 代表取締役社長は、適宜、監査役との意見交換を行っております。

　② 監査役は必要に応じて、社外の弁護士、公認会計士、その他専門家の意見を聴取することができます。

　③ 監査役の職務の執行について生じる費用等の前払い又は弁済等の請求があった場合には、当該請求に係る費用が監査役職務の執行に必

要ではないと明らかに認められる場合を除き、所定の手続きに従いこれに応じております。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社並びに当社子会社は市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たず、さらに反社会的勢力及び団
体からの要求を断固拒否し、これらと関係のある企業・団体・個人とはいかなる場合においても取引を行わず金銭その他の経済的利益を提供しま
せん。また、警察・弁護士等の外部専門機関とも連携を取り毅然として対応します。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

　当社は、全てのステークホルダーに対して、適時・適切な開示を行うことが重要であると考え、ディスクロージャーへの積極的な取組をコーポレー
ト・ガバナンスの一環として位置づけております。




